
 

公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター京町家プロフィール規程 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、京町家プロフィール基本方針に基づき、京町家プロフィー

ルの作成について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（京町家プロフィール） 

第２条 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター（以下「当財団」という。）

は、外観調査に基づき、次に掲げる項目について京町家プロフィール（以下「プ

ロフィール」という。）として作成する。 

（１）所在地 

（２）外観写真 

（３）京町家カルテ委員会に係る事項 

（４）外観情報（階数、建物の形式、外観意匠等） 

（５）調査日 

（６）地図（付近見取図） 

（７）学区情報 

 

（対象） 

第３条 当財団は、当該建物が次の各号すべての要件に適合する建物である場

合、プロフィールを作成する。 

 （１）昭和 25年以前に伝統軸組工法で建築されている建物であることが確認

できること。 

 （２）建物に著しい改変がないことが確認できること。 

 （３）京町家の特徴的な外観要素を現に有している、あるいは過去に有してい

たことを確認できること。 

 （４）道に面し、かつ連担し建築されている建物であることが確認できること

（過去に連担していたもの及び塀等の連担も含む）。 

 

（申請） 

第４条 プロフィールの交付を申請する者（以下、「申請者」という。）は、京町

家プロフィール申請書（第１号様式）に別表第１に掲げる申請手数料と次の

各号に掲げる書類等を添えて、当財団に提出しなければならない。 

 （１）付近見取図（建物の所在地が確認できる地図等）  

 （２）建物の外観及び内観（各部屋）の写真 

 （３）３ヶ月以内に発行された登記事項証明書の写し（建物） 

（４）建物の建築年代を示す書類 

（５）現況間取り図 



２ 申請者は、原則として、当該建物の所有者のみとする。 

３ 申請者が、代理人による申請手続を行おうとする場合は、代理となる者は委

任状（第２号様式）を提出しなければならない。 

４ 申請者又は申請者から委任を受けた者は、申請書を提出する時に、身分証明

書を提示しなければならない。 

 

（審査等） 

第５条 当財団は、前条の申請があった場合、申請書類を確認の上申請を受理し、

当財団職員による現地での外観調査を経て、第３条の適合性の審査を行う。 

２ 当財団は、第３条の規定に適合しないと判断した場合は、申請者に京町家プ

ロフィール不適合通知書（第３号様式）を通知し、申請書に添えられた添付書

類を返却する。この場合、前条第１項に定める申請手数料は返却しない。 

 

（諮問） 

第６条 当財団は、第３条の適合性の審査について、京町家カルテ委員会（以下

「委員会」という。）に諮問する。ただし、当財団にて第３条の規定に適合す

るかどうかについて疑義がないものについては、この限りではない。 

 

（作成及び交付等） 

第７条 当財団は、カルテ委員会の答申にて第３条の規定に適合すると判断さ

れた場合、又は当財団にて第３条の規定に適合すると判断した場合は、当財団

職員による現地での外観調査に基づき、プロフィールの作成を行い、申請者に

対し京町家プロフィール発行書（第４号様式）と共にプロフィールを交付する。 

２ 当財団は、プロフィールの交付時に別表第２に掲げる手数料を申請者から

徴収する。 

 

（個人情報） 

第８条 本事業を実施するに当たり、プロフィールの作成に従事する者及び京

町家カルテ規定第１１条に定める委員は、職務に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

２ 然るべき理由の元に本事業上の秘密に属する事項を発表する場合は、当財

団の個人情報保護規程に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



   第２章 雑則 

 

（その他） 

第９条 当財団は第７条により交付したプロフィールを申請者又は当該建物の

所有者からの申出があった場合は、当該プロフィールを再交付することがで

きる。 

２ 前項のプロフィールの再交付に係る手数料は別表第２のとおりとする。 

 

（委任） 

第１０条 プロフィールの管理及び運用に関し、この規程に定めのない事項は、

理事長が定める。 

 

 

 附則 

 この規程は、平成２８年１２月１日から施行する。 

 

 

別表第１ （第４条関係） 

 

種  別  

申請手数料 ５，０００円 

 

 

別表第２ （第７条及び第９条関係） 

 

種  別 手数料 

新規交付 １０，０００円 

再交付 ５，０００円 

 

 

  



第１号様式 （第４条関係）
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第２号様式 （第４条関係） 
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第３号様式 （第５条関係） 
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第４号様式 （第７条関係） 
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